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木材加工用機械作業主任者技能講習の開催について（ご案内） 

 

 林業・木材製造業労働災害防止協会山口県支部長 

                        山口労働局長登録教習機関  

（第 15号 令和１１年３月３０日満了日） 

 

 労働安全衛生法第１４条に基づく、木材加工用機械作業主任者に係る技能講習を下記のとおり開催します。 

 つきましては、次に掲げる作業には、この技能講習を修了した者の中から作業主任者を選任しなければな 

らないこととなっていますので、該当者があれば必ず受講されますようにご案内します。 

 

記 

１ 作業主任者の選任を要する作業 

（１）対象となる機械 

  丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルータ（携帯用は除く） 

（２）機械の台数 

  （１）の機械を５台以上設定している場合に対象。 

    ただし、自動送材車付帯のこ盤が含まれる場合は、３台以上で対象。 

    なお、複合的機能を備えた新機種の万能木工機（一つの基台に手押しかんな盤、自動かんな盤、昇 

降盤）は、それぞれ単独の機械と同様当該機械一基を３台とする。 

 

２ 受講資格 

（１）木材加工用機械による作業に３年以上従事した経験を有する者。 

（２）次の各号に掲げる者で当該訓練を修了した後２年以上木材加工用機械作業の業務に従事した経験を有す 

る者。 

 ① 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第２７条第１項の準則訓練である普通職業訓練のうち、 

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）別表第２の訓練科の欄に定める製材機械系 

製材機械整備科、建築施工系木造建築科、建築施工系枠組壁建築科、木材加工系木工科又は木材加工系木 

型科の訓練を修了した者。 

 ② 職業能力開発促進法施行規則第９条に定める専門課程又は同令第３６条の２第２項に定める特定専門 

課程の高度職業訓練のうち同令別表第６の訓練科の欄に定める居住システム系建築科、居住システム系住 

居環境科又は居住システム系インテリア科の訓練を修了した者。 

 ③ 職業能力開発促進法の一部を改正する法律（平成４年法律第６７号）による改正前の職業能力開発促進 

  法（以下「旧能開法」という。）第２７条第１項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施 

行規則等の一部を改正する省令（平成５年労働省令第１号）による改正前の職業能力開発促進法施行規則 

（以下「平成５年改正前の能開法規則」という。）別表第３の訓練科の欄に掲げる製材機械整備科、建築 

科、木工科、木型科、製材科又は合板製造科の訓練（職業訓練法の一部を改正する法律（昭和６０年法律 

第５６号）による改正前の職業訓練法（以下「訓練法」）という。）第１０条の準則訓練である養成訓練と 

して行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律（昭和５３年法律第４０号）による改正前の職業 

訓練法（以下「旧訓練法」という。）第８条第１項の養成訓練として行われたものを含む）を修了した者。 

 ④ 旧能開法第２７条第１項の準則訓練である養成訓練のうち、平成５年改正前の能開法規則別表第３の２ 

  の訓練科の欄に掲げる建築科又は室内造形科の訓練（訓練法第１０条の準則訓練である養成訓練として行 

われたもの及び旧訓練法第８条第１項の養成訓練として行われたものを含む）を修了した者。 

 ⑤ 職業能力開発促進法第２７条第１項の指導員訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第８の３ 

（２）の表の訓練科の欄に掲げる建築指導課の訓練若しくは別表第９の２ハの表の専攻科の欄に掲げる建 

築専攻の訓練、職業能力開発促進法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改 

正する省令（令和２年厚生労働省令第６１号）による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第８（３） 

の表の訓練科の欄に掲げる建築指導科の訓練、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令（平成 

２５年厚生労働省令第６１号）による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第８（３）の表の訓練科 

の欄に掲げる建築システム工学科の訓練、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令（平成１６ 

年厚生労働省令第４５号）による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第８（３）の表の訓練科の欄 
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に掲げる建築工学科若しくは造形工学科の訓練又は職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令 

（昭和６３年労働省令第１３号）による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第８（３）の表の訓練 

科の欄に掲げる建築科若しくは木材加工科の訓練（旧訓練法第８条第 1 項の指導員訓練として行われたも 

のを含む。）を修了した者。 

 ⑥ 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令（昭和５３年労働省令第３７号。以下「５３年改正省令」と 

いう。）附則第２条第１項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練（平成５年改正省令による改正前の同 

項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。）のうち５３年改正省令による改正前の職業訓練法施行規 

則（以下「旧訓練法規則」という。）別表第２の訓練科の欄に掲げる製材機械整備科、建築科、木工科、木 

型科、製材科若しくは合板製造科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第８条第１項 

の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第２の訓練科の欄に掲げる製材機械整備科、建築科、木工科、木型科、 

製材科若しくは合板製造科の訓練を修了した者。 

 

３ 講習科目の範囲及び時間並びに講師 

講 習 科 目 範     囲 講  師 時間 

作業に係る機械、その安全装置等の種

類、構造及び機能に関する知識 

木材加工用機械、安全装置、搬送機械

装置及び自動送材装置の種類、構造及

び機能 
林災防山口県支部 

藤井 恭二 

６時間 

作業に係る機械、その安全装置等の保

守点検に関する知識 

木材加工用機械、安全装置等の保守点

検作業環境の整備 
２時間 

作業の方法に関する知識 
治具及び手工具の種類及びその活用

方法安全作業一般 作業標準 
５時間 

関係法令 

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行

令（昭和４７年政令第３１８号）及び

労働安全衛生規則中の関係条項 

林災防山口県支部 

金子 省一 

２時間 

修了試験 上記の範囲 １時間 

 

４ 講習科目の受講の一部免除 

区分 受講の免除を受けることができる者 講 習 科 目 

Ａ 

１ 上記２受講資格の①から④まで及び⑥に掲げる者 

２ 職業能力開発促進法第２７条第１項の準則訓練である普通職業訓練のう 

ち、職業能力開発促進法施行規則別表第４の訓練科の欄に掲げる製材機械整 

備科、建築科、木工科、木型科、又は製材科の訓練（旧能開法第２７条第１項 

の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第１０条の準 

則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第８条第１項 

の能力再開発訓練として行われたものを含む）を修了した者 

３ 職業能力開発促進法施行規則別表第１１の３の３に掲げる検定職種のうち

、機械木工、木型製作、家具製作、建具製作又は建築大工に係る一級又は二級

の技能検定に合格した者（機械木工に係る一級又は二級の技能検定に合格し

た者にあっては当該合格した技能検定の実技試験において木工機械整備作業

を試験科目として選択したものに限り、家具製作に係る一級又は二級の技能

検定に合格した者にあっては当該合格した技能検定の実技試験において家具

手加工作業を試験科目として選択した者に限り、建具製作に係る一級又は二

級の技能検定に合格した者にあっては当該合格した技能検定の実技試験にお

いて木製建具手加工作業を試験科目として選択した者に限る。） 

４ 職業能力開発促進法第２８条第１項に規定する職業能力開発促進法施行規 

 則別表第１１の免許職種の欄に掲げる製材機械科、建築科、枠組壁建築科、木 

工科若しくは木型科又は平成５年改正前の能開法規則別表第１１の免許職種 

の欄に掲げる合板科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 

 

作業に係る機械、

その安全装置等

の種類、構造及び

機能に関する 

 

作業に係る機械、

その安全装置等

の保守点検に関

する知識 

 

作業の方法に関

する知識 
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Ｂ 

林業・木材製造業労働災害防止協会が、労働災害防止団体法（昭和３９年法律第

１１８号）第３６条第１項第１号の規定により設定した労働災害防止規程に基

づき実施する製材安全士に関する講習を修了した者 

作業に係る機械、

その安全装置等

の種類、構造及び

機能に関する知

識 

 

５ 受講区分（事前に受講区分をご相談下さい。） 

受講区分 免除科目 受 講 該 当 内 容 

Ａ ３科目免除 前記２の受講有資格者で、前記４の一部免除区分「Ａ」該当者 

Ｂ １科目免除 前記２の受講有資格者で、前記４の一部免除区分「Ｂ」該当者 

Ｃ 免除科目なし 前記２の受講有資格者で、前記４の一部免除区分に該当しない者 

 

６ 受講日時及び受講区分等 

開催日 時間 科目内容 受講区分 募集人員 

令和８年 

８月４日（火） 

８：３０～１５：２５ 

（休憩５５分） 

作業に係る機械、その安全装置等の

種類、構造及び機能に関する知識 Ｃ 該当者 

４０名 

１５：２５～１７：３０ 

（休憩５分） 

作業に係る機械、その安全装置等の

保守点検に関する知識 Ｂ・Ｃ 

該当者 

令和８年 

８月５日（水） 

８：３０～１４：２０ 

（休憩５０分） 

作業の方法に関する知識 

１４：２０～１６：３０ 

（休憩１０分） 

関係法令 
Ａ・Ｂ・Ｃ

該当者 
１６：３０～１７：３０ 修了試験 

※受講申込者が少ない場合は、講習会の開催を中止することがありますので予めご了承ください。 

 

７ 講習会場 

  一般財団法人 山口県商工会館 ６階 大会議室 （山口県山口市中央４丁目５番１６号） 

 

８ 受講手続き 

（１）受講申込 

  次の書類を下記申込先に郵送してください。 

  ・受講申込書（写真１枚を仮貼付してください。） 

・運転免許証など本人確認ができる公的書類（写真付き）の写し１通 

・受講資格証明書１通（両面印刷してください。） 

・講習科目の受講の一部免除に該当する者は、免許証、合格証、修了証等の写しを添付してください。 

 

  申込書送付先：〒７５３－００７４ 

山口県山口市中央４丁目５番１６号（県商工会館２階） 

         林業・木材製造業労働災害防止協会 山口県支部 

         電話：０８３－９２２－０１５７ 

 

（２）受講料の納入 

  受講料及びテキスト代を申込時に、下記振込先口座へ振り込んでください。 

  受講料振込口座：銀 行 名  山口銀行 西門前出張所 

          口座番号  普通預金 ０１７７４４２ 

          口 座 名  林業・木材製造業労働災害防止協会山口県支部 支部長 林 克彦 

 

（３）申込期限   令和８年７月１７日（金）（定員に達した時点で締切ります。） 
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９ 受講料及びテキスト代（税込） 

受講区分 受講料 テキスト代 合計 

「Ａ」：一科目受講者 

（内消費税 10%） 

 ２，２００円 

（２００円） 

２，４２０円 

（２２０円） 

 ４，６２０円 

（４２０円） 

「Ｂ」：３科目受講者 

（内消費税 10%） 

 ９，９００円 

（９００円） 

２，４２０円 

（２２０円） 

１２，３２０円 

（１，１２０円） 

「Ｃ」：全科目受講者 

（内消費税 10%） 

１６，５００円 

（１，５００円） 

２，４２０円 

（２２０円） 

１８，９２０円 

（１，７２０円） 

＊ 自己都合によるキャンセル・欠席の場合は、受講料等の返金には応じかねますのでご了承ください。 

＊ 林業・木材製造業労働災害防止協会（インボイス制度：登録番号 「T２０１０４０５００１８５４」） 

 

１０ 修了証交付 

   必要科目を受講し、修了試験に合格された方には、後日修了証を交付（事業所に郵送）します。 


